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（２）認知症になっても安心して暮らせる体制の構築 

  認知症①の人は、高齢化の進展に伴い増加していくことが見込まれています

（図１）。また、糖尿病や高血圧等は認知症の危険因子とされています。 

 【図 1】認知症高齢者の将来推計                  （単位：万人） 

 

（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成 29 年推計）」及び平成
26年度厚生労働科学研究を基に熊本県認知症対策・地域ケア推進課作成） 
※ 表中の認知症有病者数の上段は、各年齢層の認知症有病率が平成 24年以降一定と仮定し、

表中の下段は、各年齢層の認知症有病率が平成 24年以降、糖尿病有病率の増加により上昇す

ると仮定して算出。 
      

【図２】 

    

                         
① 認知症とは、様々な原因により認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態が６ヵ月以上続いていること

をいいます。認知症は、原因によって特徴的な症状が異なり、治療可能なものや進行を予防できるものがありま

す。また、早期に発見し適切に対応することで、進行を遅らせ、症状を安定させることができます。認知症の症

状には、(1)脳の変化が原因で起こる中核症状（記憶、判断力等の低下）と、(2)「忘れる」等の中核症状のため

に起こる不安感や混乱、ストレス等の心理的要因等が引き起こす行動・心理症状（興奮や妄想、抑うつ等）があ

り、組み合わさって現れることがあります。 



 

38 

 

①医療体制の整備（3層構造の熊本型認知症医療・介護体制の充実・強化） 

【現状と課題】 

・各市町村に認知症初期集中支援チーム②が設置される等、認知症に早期に気づ

き、適切な支援につなぐ体制の整備が進んでいます。認知症は、早期からの適

切な対応が重要であることから、支援体制の更なる強化が求められています。 

・本県では、県全域で中心的役割を担う基幹型認知症疾患医療センター③と、二

次保健医療圏で中心的役割を担う地域の認知症疾患医療センターが連携する熊

本独自の２層構造の認知症医療体制をすべての地域で整備していますが、各地

域のセンターに患者が集中しており、診療の予約から受診までの待機期間が、

平均で約２カ月と長い傾向にあります。 

・住み慣れた地域で安心して認知症医療・介護を受けられるよう、熊本独自の２

層構造の認知症医療体制を発展させ、地域の認知症疾患医療センター・専門医

療機関④と、認知症サポート医⑤、かかりつけ医、介護サービス事業所等が連携

する３層構造の熊本型認知症医療・介護体制（図３）の整備に取り組んでいま

す。 

・認知症の人に容態に応じた適時・適切な医療・介護等を提供するため、医療、

介護等の多職種の連携を更に進めていくことが求められています。 

・認知症の人の増加に伴い、認知症の人が肺炎や外傷等により治療を受ける機会

が増加しています。しかし、環境変化や薬剤等による混乱を起こしやすいとい

う認知症の特徴により、入院した病院等で速やかな治療につながらない等の事

例が報告されています。 

・本県は、認知症サポーター養成について、人口比で８年連続（平成 21 年度～

平成 28 年度）日本一を達成しています。今後、養成された認知症サポーター

には、それぞれの地域での更なる活躍が期待されています。 

・認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、これまで以上に

認知症の人の声を認知症施策の企画・立案に反映していくことが求められてい

ます。 

【目指すべき方向】 

・３層構造の熊本型認知症医療・介護体制（図３）の強化をはじめ、認知症への

                         
② 認知症初期集中支援チームとは、認知症の人やその家族に早期に関わることを目的に市町村が設置する、医師

及び医療、福祉の専門職から構成されるチームです。  
③ 認知症疾患医療センタ―とは、認知症の早期発見・診療体制の強化、医療と介護の連携の強化、専門医療相談

の充実を目的に都道府県、指定都市が設置する医療機関のことです。 
④ 専門医療機関とは、認知症専門医等が配置されている精神科医療機関のことです。 
⑤ 認知症サポート医とは、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援を行い、地域包括支

援センター等との連携の推進役となる医師のことです。 
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対応力の向上を図ることで、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができるようにします。 
 

 【図３】 ３層構造の熊本型認知症医療・介護体制 

 

 

【個別施策】 

○発症予防・早期発見対策の推進 

 ・認知症の発症予防につなげるため、認知症の危険因子等について周知を行う

とともに、特に危険因子の一つとして注目されている糖尿病については、そ
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の発症予防や早期発見等、関係する施策と連携して、認知症の発症予防に取

組みます（詳細は、第７次保健医療計画の第３章第２節第４項参照）。また、

運動や社会交流など日常生活の取組が認知機能低下の予防と関係する可能性

が高いことを踏まえ、市町村が行う住民主体のサロン活動や体操教室の開催

等の地域の実情に応じた取組を促進します。 

・認知症を早期に発見し、早期に対応するため、各市町村が設置する認知症初

期集中支援チーム等の技能向上支援や情報提供等を行います。 

・認知症の早期発見のため、介護サービス事業所職員、歯科医師や薬剤師、運

転免許センター運転適性相談窓口等から提供される認知症の疑い等に関する

情報を市町村地域包括支援センターにつなぐ等、関係機関の連携を強化しま

す。 

〇認知症医療・介護体制の強化 

・３層構造の熊本型認知症医療・介護体制を強化するため、地域の認知症疾患

医療センター・専門医療機関と、認知症サポート医、かかりつけ医、介護サ

ービス事業所等の連携の取組を推進します。特に、認知症サポート医と地域

の認知症疾患医療センター及びかかりつけ医等との連携強化や、かかりつけ

医等の専門医以外の医師等の認知症診療技能の向上に取り組みます。 

・認知症の人の容態に応じた適時・適切な医療・介護等を提供するため、認知

症多職種連携パス（通称「火の国あんしん受診手帳」）の成果を踏まえ、くま

もとメディカルネットワークを活用する等、認知症の人の診療・介護情報等

を適切に共有し、多職種の連携を強化します。 

〇一般病院の認知症対応力の向上 

・認知症の人が肺炎や外傷等の治療を安心して受けることができるよう、研修

等を通じて一般病院等⑥の認知症対応力を強化します。併せて、専門医療機

関による一般病院等の支援を推進します。 

 

②介護体制の整備 

【現状と課題】 

・認知症の人の状態は、周囲の人々の関わり方やケアにより、大きく左右されま

す。そのため、認知症の人を介護する人は、認知症のことをよく知り、適切に

対応することが必要です。特に、認知症の人に関わる機会が多い介護サービス

事業所等においては、認知症のことをよく知り、本人主体の介護を実践する等、

認知症の人に対する介護の質の向上に取り組む必要があります。 

                         
⑥ 一般病院とは、認知症を専門としない医療機関であって、内科、外科などを主たる診療科とする医療機関のこと

です。 
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・介護サービス事業所等での認知症高齢者等への虐待や身体拘束はなくなってい

ないため、今後も、介護サービス事業所等における身体拘束の廃止及び権利擁

護に関する理解及び技術を定着させていく必要があります。 

・若年性認知症は 65 歳未満で発症する認知症であり、就労面、経済面等で深刻

な問題を抱えるとともに、①早期発見・診断につながりにくい、②本人や家族

に支援等に関する情報が届きにくい、③若年性認知症に対応した居場所が少な

い、といった課題があり、様々な分野に渡る横断的かつ継続的な支援が必要で

す。 

【目指すべき方向】 

・医療機関との連携強化を進めるとともに、認知症介護研修等を通じ、適切な認

知症ケアの確保に努めます。 

・介護サービス事業所等において、高齢者の尊厳が守られ、高齢者虐待を防止す

るための取組を進めます。 

・若年性認知症の人とその家族の支援をさらに推進します。 

【個別施策】 

○認知症ケアの質の向上 

・認知症の人の尊厳を守る介護が提供できるよう、介護サービス事業所等の従

事者や施設管理者等を対象とした階層的な認知症介護研修等を着実に実施し

ます。 

・認知症介護研修等の講師役である認知症介護指導者を介護サービス事業所等

に派遣し、認知症介護に関する基本的知識・技術を習得させ、本人主体の介

護の実践を支援します。 

○介護サービス事業所等における高齢者の虐待防止等 

・介護サービス事業所等の職員を対象に、高齢者虐待の防止、身体拘束の廃止

及び高齢者の権利擁護の視点を学ぶ研修を関係団体と協力して実施するとと

もに、介護サービス事業所等の自主的な取組を促進します。 

○若年性認知症の人と家族の支援 

・若年性認知症支援コーディネーターを配置し、関係機関との連携、本人及び

その家族等への個別支援を実施します。 

・若年性認知症の人の居場所づくりを目的に、介護サービス事業所等を対象と

した受入支援のための研修を実施します。 

・若年性認知症の人の支援のため、関係機関である行政機関、医療機関、介護

サービス事業所等が参画するネットワーク会議を開催し、情報共有と総合的

な支援の充実を図ります。 
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③地域支援体制の整備 

【現状と課題】 

・各市町村に認知症地域支援推進員⑦が配置され、地域の実情に応じて認知症の

人を支援する体制づくりが進んでいますが、支援体制の更なる強化のため、認

知症地域支援推進員への継続的な支援が必要です。 

・認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族を見守る認知症サポータ

ーの養成は、人口比 8 年連続日本一を達成しています(平成 21 年度～28 年度）

（図４）。一方、養成された認知症サポーターには、それぞれの地域でさらに

活躍することが期待されています。 

・各市町村では認知症行方不明者を早期に発見するためのＳＯＳネットワーク⑧

等の取組が行われていますが、その多くは市町村内に留まっており、今後さら

に広域的なネットワーク化が必要です。 

・認知症の人の介護者への支援を行うことが認知症の人の生活の質の改善にも繋

がるとの視点に立ち、介護者の精神的身体的負担を軽減する必要があります。 

・認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症の人の

声を認知症施策の企画・立案に反映することが求められています。 

 

        【図４】 

 

     

 

 

                         
⑦  認知症地域支援推進員とは、医療機関や介護サービス事業所、地域の支援機関等の間の連携を図るとともに、

認知症の人やその家族に対する相談業務等を行うため、市町村や市町村地域包括支援センターに配置される専門

職です。 
⑧  ＳＯＳネットワークとは、行方不明となる可能性がある人を事前登録等により把握し、地域による見守りや捜

索訓練等を行うとともに、行方不明発生時には情報を共有することで行方不明者の早期発見につなげる地域ネッ

トワークのことです。 
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【目指すべき方向】 

・各市町村の地域の実情に応じて、認知症の人を支援する体制を構築、強化する

ため、各市町村の認知症地域支援推進員の活動に対する支援を継続的に行いま

す。 

・認知症に関する正しい知識と理解を広げるため、引き続き認知症サポーターの

養成を推進するとともに、養成した認知症サポーターが地域で活動ができる仕

組みを構築します。 

・県内すべての市町村で、認知症サポーターが参画するＳＯＳネットワークの構

築や捜索模擬訓練等の取組が実施されるよう支援を行います。また、ＳＯＳネ

ットワークが広域的に運用されるよう支援を行います。 

・認知症の人とその家族の支援を促進します。 

【個別施策】 

  ○認知症地域支援体制の基盤づくりの促進 

   ・各市町村の認知症地域支援推進員を対象に、地域の実情を踏まえて作成する

「認知症ケアパス」⑨の活用や、支援ネットワークの構築手法の習得のため

の研修を実施します。 

○認知症サポーターの養成及び地域の見守り・支援活動の促進 

 ・地域住民をはじめとした地域の見守り活動等を通して早期発見にもつながる

よう、認知症に関する正しい知識と理解を深めるための啓発を推進するとと

もに、引き続き認知症サポーターの養成を進めます。 

・認知症サポーターが活躍できる体制づくりのため、実際に活動につながって

いる団体等の認定や活動の立ち上げ等への支援を行います。 

・認知症行方不明者の早期発見・保護を行うため、認知症の人の見守りに係る

市町村域を越えた広域ネットワークを構築します。 

○認知症の人と家族に対する相談・交流の場の提供 

・認知症コールセンターについて、積極的な広報を行います。 

・認知症の人が集まる場や認知症カフェ等の家族支援体制の充実のため、市町

村に対して先進事例の情報提供を行う等の支援を行います。 

・認知症の人やその家族の視点を重視した支援体制を構築するため、認知症の

人が集い、発信する取組を実施します。 

 

 

 

 

                         
⑨  認知症ケアパスとは、認知症発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、いつ、

どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、これからの流れをあらかじめ示すものです。 
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④高齢者の権利擁護・虐待防止の推進 

【現状と課題】 

・成年後見制度の利用者数は認知症高齢者等の数と比較して著しく少ない状況に

あり、制度利用が必要な方の多くが利用に至っていないことが想定されること

から、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、制度利用

が必要な方が利用できる体制づくりが必要です。 

・今後の高齢化の進展や認知症高齢者の増加に伴い、高齢者虐待の相談・通報件

数は増加していくことが懸念されます。高齢者虐待に対応する市町村及び地域

包括支援センターの職員の対応力向上が必要です。 

・介護サービス事業所等での認知症高齢者等への虐待や身体拘束はなくなってい

ないため、今後も、介護サービス事業所等における身体拘束の廃止及び権利擁

護に関する理解及び技術を定着させていく必要があります。 

【目指すべき方向】 

・成年後見制度の利用促進を図るとともに、成年被後見人に適切な支援を行うた

めの地域連携ネットワーク⑩の構築（図５）に向けて支援を行います。 

・市町村及び地域包括支援センター職員向けの研修、介護サービス事業所等の従

事者向けの高齢者権利擁護研修を継続して実施します。 

・介護サービス事業所等において、高齢者の尊厳が守られ、高齢者虐待を防止す

るための取組を進めます。 

【個別施策】 

○成年後見制度の利用促進 

 ・市町村による成年後見制度の普及啓発を促進します。 

・市町村の成年後見制度利用促進基本計画の策定を支援します。 

・市町村に対し、法人後見や権利擁護支援の地域連携ネットワーク等の体制構

築を支援するとともに、市町村を越えて広域的に実施するよう働きかけを行

います。 

・成年後見制度の利用促進のため、研修や事例検討会を開催します。 

○日常生活自立支援事業 

   ・熊本県社会福祉協議会が判断能力の低下により日常的な金銭管理等が困難と

なった高齢者に対し実施する、日常生活の自立に向けた取組を支援します。 

○市町村・地域包括支援センターの職員の対応力向上等 

・市町村及び地域包括支援センターの職員を対象とした実践的な研修の実施に

より、市町村の高齢者虐待への対応力向上を図ります。 

                         
⑩  地域連携ネットワークとは、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるように、後見人

と被後見人に対して適切な支援を行うことを目的に市町村に設置される、市町村と関係機関による連携体制のこ

とです。 
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 ・高齢者虐待に関する相談窓口について、積極的に周知します。（図６） 

○介護サービス事業所等における高齢者の虐待防止等【再掲】 

  ・介護サービス事業所等の職員を対象に、高齢者虐待の防止、身体拘束の廃止

及び高齢者の権利擁護の視点を学ぶ研修を実施します。 

 

【図５】権利擁護支援の地域連携ネットワーク 

 

【図６】 高齢者虐待に関する相談経路 

養護者による高齢者虐待（家庭での虐待） 養介護施設従事者等による高齢者虐待（施設での虐待）
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相談窓口：市町村の高齢者虐待担当部署及び地域包括支援センター 

内閣府作成 


